
 

業務委託仕様書 

 

１ 委託名 

  令和７年度盛岡市企業誘致活動支援業務委託 

 

２ 履行期間 

  契約締結の日から令和８年３月 31日まで 

 

３ 業務の目的 

本市では、更なる工業の振興を図るため、令和５年３月に「第２期盛岡市工業振興ビジ

ョン」を策定し、10年後の目指す姿（将来像）を「若者が躍動し、新たな価値が創出され

る、世界に通じる魅力ある産業が集積する盛岡」と定め、基本方針及び 30のアクション

プランを再編した。 

近年、製造業における生産拠点の国内回帰が進む中、本市においても地域経済の活性化、

理工系人材の地元定着につながる産業の集積が求められており、企業誘致体制の強化及

び新たな工業用地の確保が喫緊の課題となっている。 

本業務では、現在立地事業者を公募している道明地区新産業等用地（第二事業区）及び

候補地の選定を予定している次期工業用地において、戦略的な企業誘致活動を展開する

ため、企業の設備投資動向や工場等新設計画の情報収集に優れる企業誘致コーディネー

ター（以下「コーディネーター」という。）を配置し、効果的な企業誘致活動につなげる

ことを目的とする。 

 

４ 業務内容 

(1) コーディネーターの配置 

本業務の責任者として、コーディネーターを１名以上配置し、本市の企業誘致活動の

深化につながる助言を行うこと。 

 (2) 誘致対象企業の選定 

地方拠点の設置等企業の設備投資計画を踏まえ、本市への立地可能性を有する企業

（以下「誘致対象企業」という。）を選定し、一覧表（様式任意）を作成すること。 

なお、誘致対象企業は、受注者が保有する企業情報に基づき抽出するものとするが、

受注者がアンケート調査や外部から企業情報を収集して実施することを妨げない。 

(3) 誘致対象企業への訪問支援 

(2)において選定した誘致対象企業について、個々の会社概要及び選定理由を記載し

た企業レポートを作成し、10 社を目標に市との個別面談（オンラインを含む）の機会

を設定すること。 

   なお、企業への訪問については、受注者が必ず同行すること。 



 

(4) ものづくり産業に関する勉強会の開催 

   製造業の今後の見通しや製造拠点に適した工業用地のあり方等について、市の担当

者向け勉強会を開催すること。 

 

５ 関係書類の提出 

受注者は、本業務の実施に当たり、次の関係書類を作成し提出すること。様式は、発注

者からの指示がない限り、任意とする。 

(1) 実施計画 

受注者は、予め下記の事項を記載した実施計画書を作成し、契約締結後 30日以内に

発注者に提出して承認を受けなければならない。また、実施計画に変更が生じる場合は、

事前に発注者の承認を得ること。 

ア 業務実施体制 

イ 実施スケジュール 

(2) 業務終了後の報告 

業務終了後 15日（ただし休日等の場合は翌開庁日）までに、契約期間全体に係る以

下の報告書等を提出すること。 

ア 業務完了報告書 

イ 誘致対象企業レポート 

ウ 業務実施に要した経費内訳（収支決算報告等） 

(3) その他 

上記(1)～(3)のほか、受注者は、発注者からの指示に基づき、適宜、必要な書類を作

成し、提出すること。 

 

６ 委託料の支払 

発注者は、委託料の支払について、業務完了確認後、受注者からの請求に基づき、請求

書受理後 30日以内に支払う。 

ただし、受注者から前金払請求書が提出された場合で、かつ、業務上必要であることが

認められる場合については、発注者はその請求に基づき、前金払を行うものとする。 

 

７ 対象経費 

設備備品費（リース・レンタルに係るもの。）、消耗品費、人件費、謝金、旅費、外注

費、印刷製本費、会議費、通信運搬費その他事業実施に必要な経費とする。 

なお、次の経費は、原則として対象外とする。 

(1) 国・県・市等の補助金、委託費等により既に支弁されている経費 

(2) 土地・建物を取得するための経費 

(3) 施設や設備・備品を製作、購入又は改修するための経費 



 

(4) １件３万円を超える設備・備品を取得するための経費 

(5) その他事業と関連性が認められない経費（従業員の日常生活用品、顧客との交際費、

接待費、明細が不明確な物品等） 

 

８ 資金管理 

業務の経理については、他の経理と明確に区分して適正に経理することとし、帳簿及び

全ての証拠書類を整理するとともに、これらの帳簿を業務が完了した日の属する事業年

度の翌年度の４月１日から５年間保存するものとする。 

 

９ その他 

(1) 個人情報の保護 

受注者は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関

する法律（平成 15年法律第 57号）の例により個人情報を取り扱うものとする。 

(2) 守秘義務 

受注者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利

益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。 

(3) 再委託等の制限 

受注者（共同提案の場合は代表者）が本業務の一部を第三者に委託する場合には、あ

らかじめ発注者に対して別途契約書で定める方法により再委託の内容、再委託先（商号

又は名称）及び再委託先に対する管理方法等必要事項を報告し、承諾を得なければなら

ないものとする。 

(4) 権利の帰属等 

本業務により製作された資料等に係る著作権、所有権等に関しては、原則として委託

料の支払が完了したときをもって受注者から発注者に移転するものとする。 

(5) その他 

  ア この仕様書は作業の大要を示すものであり、本書に示していない事項についても

発注者が業務上必要と認めた場合は、協議の上その指示により実施するものとする。 

  イ 本業務に当たって疑義の生じた事項については、その都度発注者と受注者が協議

の上定めるものとする。 


